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The Kansai Electric Power Co., Inc.

美浜発電所の自主的な現地調査に係る経緯
 ２０１０年１１月２４日
後継機設置の可能性検討にかかる自主的な調査開始を発表

 ２０１１年３月１２日
東日本大震災以降、調査を見合わせ

 ２０２５年７月２２日
後継機設置検討の自主的な現地調査を再開することとし、調査実施に向けて、
今後、地元の皆さまへのご説明等を進めることを公表

 ２０２５年８月４日
美浜町長より、地元の皆さまに丁寧に説明し、ご理解を得ながら進めていくようご意見

 ２０２５年９月１７日
自主的な現地調査の計画を公表

 ２０２５年１１月５日
調査開始

1



The Kansai Electric Power Co., Inc.

自主的な現地調査計画の概要

2029年〜
2030年2027年2026年2025年暦年

調査項目 -6543211211109876543211211

概略調査
・ボーリング調査
・弾性波探査
・地表踏査

詳細調査
・試掘坑調査
・弾性波探査
・深浅測量
・ボーリング調査※

・地震に関する調査

調査目的
 新規制基準の要求事項（将来活動する可能性のある断層等の認定等）を確認する。
 まずは概略調査として、発電所北側エリアおよび発電所南側エリアにおいて、地表面の地質の
分布や将来活動する可能性のある断層等の有無を調べるために、ボーリング調査、弾性波
探査、地表踏査を行い、地質の概況を踏まえ、より優位なエリアを選定する。

 次に詳細調査として、選定したエリアにおいて、地形や地質の状況を把握し、原子炉等の設
置に適した地質・地盤であるかを確認するために、試掘坑調査、弾性波探査、深浅測量、
ボーリング調査、地震に関する調査を行う。

調査項目・期間

現地調査

分析・評価

約１年半

２〜３年

※概略調査の結果を踏まえて必要に応じて実施
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詳細調査計画
検討

現地調査および
分析・評価



The Kansai Electric Power Co., Inc.

概略調査の項目
概略調査
原子炉等の設置に適した地質、地盤であるか等を確認するため、陸域及び海域のボーリング調
査・弾性波探査・地表踏査により地質の状況を概略把握する。
 ボーリング調査

ボーリングマシンにより、地盤を構成する岩石などを棒状に採取し、試料を観察・試験して地中の地質状況
や岩石の性状を確認する。（2月現在︓ボーリング21本のうち、2本掘削完了。）

 弾性波探査
地盤中の微小な振動の伝わる速さを計測し、地盤の硬さの分布を確認する。ボーリング孔を利用し複数
の探査測線を組み合わせることで、広く地質・地盤の状況を把握する。

 地表踏査
地表を歩きながら、地質などを観察・記録し、地表面の地質の分布・構造を詳しく調べる。

ボーリング調査（イメージ） 地表踏査（イメージ）弾性波探査（イメージ）
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詳細調査の項目
詳細調査
原子炉等の設置に適した地質、地盤であるか等を確認するため、試掘坑調査、弾性波探査、
深浅測量及び地震に関する調査により地形・地質の状況を詳細把握する。
なお、概略調査の結果次第では、追加でボーリング調査を実施する可能性がある。
 試掘坑調査

２ｍ程度の坑道を掘削し、地盤を構成する岩石などを面的に把握し、試料を観察・試験して地中の地
質状況や岩石の性状を確認する。

 弾性波探査
地盤中の微小な振動の伝わる速さを計測し、地盤の硬さの分布を確認する。試掘坑等を利用し複数の
探査測線を組み合わせることで広く地質・地盤の状況を確認する。

 深浅測量
海域については、深部は調査船に取り付けた測深機により、浅部は現地測量により、海底の地形を測量
する。

 地震に関する調査
地震計を設置して地震等を観測し、記録の分析を行う。
試掘坑調査（イメージ） 地震に関する調査（イメージ）深浅測量（イメージ）
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概略調査の位置

美浜発電所

発電所北側エリア
※前回調査（2011年3月以降
見合わせ）範囲周辺

（ボーリング ８本）

発電所南側エリア

（ボーリング １３本）

0 100 200 300 400m

凡 例
︓ 地表踏査範囲
︓ 鉛直ボーリング調査位置
︓ 斜めボーリング調査位置

弾性波探査位置はボーリング調査結果等を踏まえて検討
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参考資料
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新規制基準を踏まえた地形・地質調査等

１．将来活動する可能性のある断層等の認定のための調査
原子力発電所を設置する地盤には、将来活動する可能性のある断層等が地表面や直下
に無いことが求められている。

２．基礎地盤及び周辺斜面の安定性を評価するための調査
基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に必要な調査を実施することが求められている。

３．地震に関する調査
地震動評価のための地下構造モデル作成に必要な調査を実施することが求められている。

 新規制基準適合性審査において、敷地内には将来活動する可能性がある断層等が無いと
する当社の評価について了承されている。

 今回の調査において、あらためて将来活動する可能性がある断層等が存在しないことを確認
する。あわせて原子炉建屋等を支持するために十分強固な地盤であることを確認する。

「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（令和4年6月8日改正，原子力規制委員会決定）」を引用加筆作成
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